
 

1 
 

組 合 公 報 

平 成 ２ ７ 年  １ 月 １ ９ 日 

富 山 市 下 野 ９ ９ ５ 番 地 の ３ 

富 山 県 市 町 村 職 員 共 済 組 合 

 電話０７６（４３１）８０３１  

 

公告第１７号  

 

富山県市町村職員共済組合定款の一部変更について  

 

 富山県市町村職員共済組合定款 の一部変更 については、地方公

務員等共済組合法第１０条第２項の規定により、平成２ ７年１月

１ ６ 日 付 で 下 記 の と お り 理 事 長 に お い て 専 決 処 分 し た の で 公 告

する。  

 

 平成２７年 １月１９日  

 

富山県市町村職員共済組合  

理事長  髙 橋 正 樹  

 

記  

 

   富山県市町村職員共済組合定款の一部変更について  

 

 富山県市町村職員共済組合定款（昭和３７年定款第１号）の一部を次の

ように変更する。  

 第９条第４項中「及び職員引継一般地方独立行政法人」を「、職員引継

一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人及び職員引継等合

併一般地方独立行政法人」に改め、第 36 条条中「地方公務員等共済組合

法施行令（」の次に「昭和 37 年政令第 352 号。」を加え、「第 23 条の３の

４第１項第２号」の次に「若しくは第３号」を加える。  
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   附 則 

１ この変更は、公告の日から施行し、平成 27 年１月 1 日から適用する。  

２ 変更後の第 36 条第１項及び第２項、第 36 条の２第１項並びに附則第

７項及び第８項の規定は、平成 27 年１月１日以後の診療に係る家族療

養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金並びに一部負担金払戻金の

支給について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金及び家族訪

問看護療養費附加金並びに一部負担金払戻金の支給については、なお従

前の例による。 
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  富山県市町村職員共済組合定款の一部変更  新旧対照表 

（傍線部分は、変更を示す） 

変    更    前 変    更    後 備  考 

 

第１条 ～ 第８条 （略） 

 

 (選挙区) 

第９条 議員は、各選挙区において選挙する。 

２ ～ ３ （略） 

４ 前項の規定の適用については、地方公務員等共済組合法等の一部を

改正する法律(昭和 39年法律第 152号）附則第３条の規定により組合

員となった者は組合に所属する職員である組合員と、法第 144条の２

第１項の規定により組合員であるものとみなされた者は退職のとき

の市町村（組合、一部事務組合、広域連合、地方開発事業団、特定地

方独立行政法人及び職員引継一般地方独立行政法人○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○を含む。以下

同じ。）に所属する職員である組合員とみなす。 

 

第 10条 ～ 第 35条 （略） 

 

 (家族療養費附加金) 

第 36条 家族療養費附加金は、法第 59条の規定に基づき、家族療養費

を支給する場合において、当該家族療養費に係る療養（法第 56 条第

２項第１号に規定する食事療養（以下「食事療養費」という。）及び

同項第２号に規定する生活療養（以下「生活療養」という。）を除く。

以下同じ。）に要する費用の額から当該療養に要する費用につき家族

療養費として支給される額を控除して得た額(法第 62 条の２の規定

に基づき高額療養費が支給される場合にあっては、当該家族療養費に 

 

第１条 ～ 第８条 （略） 

 

 (選挙区) 

第９条 議員は、各選挙区において選挙する。 

２ ～ ３ （略） 

４ 前項の規定の適用については、地方公務員等共済組合法等の一部を

改正する法律(昭和 39年法律第 152号）附則第３条の規定により組合

員となった者は組合に所属する職員である組合員と、法第 144条の２

第１項の規定により組合員であるものとみなされた者は退職のとき

の市町村（組合、一部事務組合、広域連合、地方開発事業団、特定地

方独立行政法人、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方

独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人を含む。以下

同じ。）に所属する職員である組合員とみなす。 

 

第 10条 ～ 第 35条 （略） 

 

 (家族療養費附加金) 

第 36条 家族療養費附加金は、法第 59条の規定に基づき、家族療養費

を支給する場合において、当該家族療養費に係る療養（法第 56 条第

２項第１号に規定する食事療養（以下「食事療養費」という。）及び

同項第２号に規定する生活療養（以下「生活療養」という。）を除く。

以下同じ。）に要する費用の額から当該療養に要する費用につき家族

療養費として支給される額を控除して得た額(法第 62 条の２の規定

に基づき高額療養費が支給される場合にあっては、当該家族療養費に 

 

 

 

・地方独立行政法人法の改正

｛①特定地方独立行政法人

（公務員型）を一般地方独立

行政法人（非公務員型）とす

る定款の変更を行うことが

可能になったこと。②特定地

方独立行政法人間又は一般

地方独立行政法人間の場合

に限り、合併（吸収合併又は

新設合併）が可能になったこ

と｝に伴い市町村長以外の組

合員が選挙する議員の選挙

区の組合員の範囲を整備す

るもの。ただし、当組合にお

いては該当者なし。 

『地方独立行政法人の主な

業務』は、① 試験研究、② 大

学の設置及び管理、③ 公営

企業、④ 社会福祉事業、⑤ 

公共的な施設の設置及び管

理 など 
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変    更    前 変    更    後 備  考 

 

係る療養に要する費用の額から当該療養に要する費用につき家族療

養費として支給される額及び当該高額療養費の額を合算した額を控

除した額）が１件につき 25,000 円（地方公務員等共済組合法施行令

（昭和 37年政令第 352号。以下「施行令」という。）第 23条の３の

４第１項第２号若しくは第３号に掲げる組合員（以下「上位所得者」

という。）の被扶養者に係るものにあっては、50,000円）を超えると

きに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額（100

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、施行令第 23 条の３の３第１項第１号イ

からヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合（同

号イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給され

る場合を除く。）における家族療養費附加金は、当該合算額から当該

高額療養費の額を控除して得た額が 50,000円（上位所得者又はその

被扶養者に係るものにあっては、100,000円）を超えるときに支給す

るものとし、その額は、その超える金額に相当する額（100円未満の

端数があるときは、その端数を切り捨てる。）とする。ただし、当該

合算された施行令第 23 条の３の３第１項第１号イからヘまでに掲げ

る金額のうち 25,000円（上位所得者又はその被扶養者に係るものに

あっては、50,000 円）以上のもの（以下この項において「家族高額

療養負担額」という。）が１件のみであり、かつ、家族高額療養負担

額に合算された家族高額療養負担額以外の金額（以下この項において

「家族特定合算対象額」という。）が 25,000円（上位所得者又はその

被扶養者に係るものにあっては、50,000円）未満の場合にあっては、

家族高額療養負担額と家族特定合算対象額の合計額からこれらに係

る高額療養費と家族特定合算対象額に 25,000 円（上位所得者又はそ

の被扶養者に係るものにあっては、50,000 円）を加えた額を控除し 

 

係る療養に要する費用の額から当該療養に要する費用につき家族療

養費として支給される額及び当該高額療養費の額を合算した額を控

除した額）が１件につき 25,000 円（地方公務員等共済組合法施行令

（昭和 37年政令第 352号。以下「施行令」という。）第 23条の３の

４第１項第２号若しくは第３号に掲げる組合員（以下「上位所得者」

という。）の被扶養者に係るものにあっては、50,000円）を超えると

きに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額（100

円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、施行令第 23 条の３の３第１項第１号イ

からヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合（同

号イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給され

る場合を除く。）における家族療養費附加金は、当該合算額から当該

高額療養費の額を控除して得た額が 50,000 円（上位所得者又はその

被扶養者に係るものにあっては、100,000円）を超えるときに支給す

るものとし、その額は、その超える金額に相当する額（100円未満の

端数があるときは、その端数を切り捨てる。）とする。ただし、当該

合算された施行令第 23 条の３の３第１項第１号イからヘまでに掲げ

る金額のうち 25,000 円（上位所得者又はその被扶養者に係るものに

あっては、50,000 円）以上のもの（以下この項において「家族高額

療養負担額」という。）が１件のみであり、かつ、家族高額療養負担

額に合算された家族高額療養負担額以外の金額（以下この項において

「家族特定合算対象額」という。）が 25,000円（上位所得者又はその

被扶養者に係るものにあっては、50,000円）未満の場合にあっては、

家族高額療養負担額と家族特定合算対象額の合計額からこれらに係

る高額療養費と家族特定合算対象額に 25,000円（上位所得者又はそ

の被扶養者に係るものにあっては、50,000 円）を加えた額を控除し 

高額療養費の自己負担限度

額について、負担能力に応じ

た負担を求める観点から、平

成 27 年 1 月診療分から 70

歳未満の所得区分が３ 区分

（①上位②一般③低所得者）

から５ 区分（一般職で給料

月額①66.4 万円以上②42.4

～ 66.4 万円未満③ 22.4～

42.4万円未満④22.4万円未

満⑤低所得者）に細分化され

たことに伴い、家族療養費附

加金の上位所得者に該当す

る者の引用条文も細分化さ

れたため、該当する号を追加

するもの。 

 

第 36条の家族療養費附加金

の規定整備により、合算高額

療養費附加金の基礎控除額

の上位所得者区分について

も、同様に変更されることに

なります。 

※ 『上位所得者の基準』 

給料月額 424,000円（特

別職は 530,000円）以上

に変更なし。 
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変    更    前 変    更    後 備  考 

 

て得た額に相当する額（100円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てる。）とする。 

３ ～ ５ （略） 

 

 (家族訪問看護療養費附加金) 

第 36条の２ 家族訪問看護療養費附加金は、法第 59条の３の規定に基

づき家族訪問看護療養費を支給する場合において、当該家族訪問看護

療養費に係る指定訪問看護に要する費用の額から当該指定訪問看護

に要する費用につき家族訪問看護療養費として支給される額を控除

して得た額（法第 62 条の２の規定により高額療養費が支給される場

合を除く。）にあっては、当該家族訪問看護療養費に係る指定訪問看

護に要する費用の額から当該指定訪問看護に要する費用につき家族

訪問看護療養費として支給される額及び当該高額療養費の額を合算

した額を控除して得た額）が１件につき 25,000 円（上位所得者の被

扶養者に係るものにあっては、50,000 円）を超えるときに支給する

ものとし、その額は、その超える金額に相当する額（100円未満の端

数があるときは、その端数を切り捨てる。）とする。ただし、その金

額が 1,000 円に満たない場合又は組合員がその資格を喪失した後の

家族訪問看護療養費については、支給しない。 

２ （略） 

 

 

第 37条 ～ 第 50条 （略） 

 

   附 則 

１ ～ ６ （略） 

 

 

て得た額に相当する額（100円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てる。）とする。 

３ ～ ５ （略） 

 

 (家族訪問看護療養費附加金) 

第 36条の２ 家族訪問看護療養費附加金は、法第 59条の３の規定に基

づき家族訪問看護療養費を支給する場合において、当該家族訪問看護

療養費に係る指定訪問看護に要する費用の額から当該指定訪問看護

に要する費用につき家族訪問看護療養費として支給される額を控除

して得た額（法第 62 条の２の規定により高額療養費が支給される場

合を除く。）にあっては、当該家族訪問看護療養費に係る指定訪問看

護に要する費用の額から当該指定訪問看護に要する費用につき家族

訪問看護療養費として支給される額及び当該高額療養費の額を合算

した額を控除して得た額）が１件につき 25,000 円（上位所得者の被

扶養者に係るものにあっては、50,000 円）を超えるときに支給する

ものとし、その額は、その超える金額に相当する額（100円未満の端

数があるときは、その端数を切り捨てる。）とする。ただし、その金

額が 1,000 円に満たない場合又は組合員がその資格を喪失した後の

家族訪問看護療養費については、支給しない。 

２ （略） 

 

 

第 37条 ～ 第 50条 （略） 

 

   附 則 

１ ～ ６ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

第 36条の家族療養費附加金

の規定整備により、家族訪問

看護療養費附加金の基礎控

除額の上位所得者区分につ

いても、同様に変更されるこ

とになります。 

 

※ 『上位所得者の基準』 

給料月額 424,000円（特

別職は 530,000円）以上

に変更なし。 
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変    更    前 変    更    後 備  考 

 

７ 一部負担金払戻金は、各診療月における療養の給付、保険外併用療

養費（食事療養及び生活療養に係る部分を除く。）、療養費（食事療養

及び生活療養に係る部分を除く。）及び訪問看護療養費に係る一部負

担金の額等（法第 62 条の２の規定に基づき高額療養費が支給される

場合にあっては、当該一部負担金の額等から当該高額療養費に相当す

る額を控除した額）が１件につき 25,000 円（上位所得者に係るもの

にあっては、50,000 円）を超えるときに行うものとし、その額は、

その超える金額に相当する額（100円未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てる。）とする。 

８ 前項の規定にかかわらず、施行令第 23 条の３の３第１項第１号

イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される

場合における一部負担金払戻金は、当該合算額から当該高額療養費に

相当する額を控除して得た額が 50,000円（上位所得者に係るものに

あっては、100,000円）を超えるときに行うものとし、その額は、そ

の超える金額に相当する額（100円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てる。）とする。ただし、当該合算された施行令第 23条の

３の３第１項第１号イから二までに掲げる金額のうち 25,000 円（上

位所得者に係るものにあっては、50,000 円）以上のもの（以下この

項において「高額療養負担額」という。）が１件のみであり、かつ、

高額療養負担額に合算された高額療養負担額以外の金額（以下この項

において「特定合算対象額」という。）が 25,000円（上位所得者に係

るものにあっては、50,000 円）未満の場合にあっては、高額療養負

担額と特定合算対象額の合計額からこれらに係る高額療養費と特定

合算対象額に 25,000円（上位所得者に係るものにあっては、50,000

円）を加えた額を控除して得た額に相当する額（100円未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てる。）とする。 

９ ～ 13 （略） 

 

７ 一部負担金払戻金は、各診療月における療養の給付、保険外併用療

養費（食事療養及び生活療養に係る部分を除く。）、療養費（食事療養

及び生活療養に係る部分を除く。）及び訪問看護療養費に係る一部負

担金の額等（法第 62 条の２の規定に基づき高額療養費が支給される

場合にあっては、当該一部負担金の額等から当該高額療養費に相当す

る額を控除した額）が１件につき 25,000 円（上位所得者に係るもの

にあっては、50,000 円）を超えるときに行うものとし、その額は、

その超える金額に相当する額（100円未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てる。）とする。 

８ 前項の規定にかかわらず、施行令第 23 条の３の３第１項第１号

イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される

場合における一部負担金払戻金は、当該合算額から当該高額療養費に

相当する額を控除して得た額が 50,000円（上位所得者に係るものに

あっては、100,000円）を超えるときに行うものとし、その額は、そ

の超える金額に相当する額（100円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てる。）とする。ただし、当該合算された施行令第 23条の

３の３第１項第１号イから二までに掲げる金額のうち 25,000 円（上

位所得者に係るものにあっては、50,000 円）以上のもの（以下この

項において「高額療養負担額」という。）が１件のみであり、かつ、

高額療養負担額に合算された高額療養負担額以外の金額（以下この項

において「特定合算対象額」という。）が 25,000円（上位所得者に係

るものにあっては、50,000 円）未満の場合にあっては、高額療養負

担額と特定合算対象額の合計額からこれらに係る高額療養費と特定

合算対象額に 25,000 円（上位所得者に係るものにあっては、50,000

円）を加えた額を控除して得た額に相当する額（100円未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てる。）とする。 

９ ～ 13 （略） 

 

第 36条の家族療養費附加金

の規定整備により、一部負担

金払戻金の基礎控除額の上

位所得者区分についても、同

様に変更されることになり

ます。 

 

 

 

一部負担金払戻金のうち、合

算高額療養費附加金相当部

分の基礎控除額の上位所得

者区分についても、同様に変

更されることになります。 

 

※ 『上位所得者の基準』 

給料月額 424,000 円（特

別職は 530,000 円）以上

に変更なし。 
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変    更    前 変    更    後 備  考 

 

 

 

   附 則 

１ この変更は、公告の日から施行し、平成 27年１月 1日から適用す

る。 

２ 変更後の第 36条第１項及び第２項、第 36条の２第１項並びに附則

第７項及び第８項の規定は、平成 27 年１月１日以後の診療に係る家

族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金並びに一部負担金払

戻金の支給について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金及

び家族訪問看護療養費附加金並びに一部負担金払戻金の支給につい

ては、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

家族療養費附加金等の適用

期日を規定（平成 27年 1月

1日以降の診療分から） 

 

 

 



理  由  書 

 

 市町村長以外の組合員が選挙する議員の選挙区について、新たに地方公務

員等共済組合法の適用を受けることとされた職員が任意継続組合員となっ

た場合の取扱いを規定する必要があること。 

 また、負担能力に応じた負担を求める観点から、70 歳未満の高額療養費

の算定基準額が見直されたことに伴い所得区分が細分化されたため、一部負

担金払戻金等における上位所得者に関する引用条文の整備が必要なこと。  

 以上の理由から定款の一部を変更するもの。 



1 

 

定款の一部を変更する定款要綱 

項  目 説       明 

 

１ 変更の目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 内   容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

⑴ 市町村長以外の組合員が選挙する議員（職員側議員）の選挙区における「市町村」

について、地方独立行政法人法の一部改正に伴い、新たに地方公務員等共済組合法

が適用される「定款変更一般地方独立行政法人」及び「職員引継等合併一般地方独

立行政法人」の職員が、退職後、任意継続組合員となった場合には、他の組合員と

同様に退職のときの市町村に含めることとするもの。 

 

⑵ 70 歳未満の組合員又は被扶養者が受けた療養に係る高額療養費の算定基準額に

ついて、健康保険法施行令等の一部改正に伴い、負担能力に応じた負担を求める観

点から、所得区分を現行の３段階（上位所得者・一般所得者・低所得者）から５段

階に細分化されたため、当組合における一部負担金払戻金等における上位所得者の

規定を整備する必要があるため。 

 

 

⑴ 職員側議員の選挙区について（第９条第４項関係） 

  本人の申出により退職後２年間、在職中とほぼ同様の短期給付を受けることがで

きる任意継続組合員について、職員側議員の選挙区については、退職したときの市

町村に含めることとされているが、新たに地方公務員等共済組合法の適用を受ける

ことになった「定款変更一般地方独立行政法人」及び「職員引継等合併一般地方独

立行政法人」の職員についても同様の取扱いとするよう規定するもの。 

 （現在、地方独立行政法人は当組合構成市町村にはない。） 

 

⑵ 一部負担金払戻金等における上位所得者について 

 ① 70歳未満の高額療養費の所得区分の細分化に伴い、一部負担金払戻金（附則第

７項）、家族療養費附加金（第 36条第１項）、家族訪問看護療養費附加金（第 36

条の２）、合算高額療養費附加金（一部負担金払戻金は附則第８項、家族療養費

附加金は第 36条第２項）における上位所得者区分の規定を整備するもの。 

 ② 70歳未満の高額療養費の見直しに伴う附加給付等の基礎控除額について 

（変更前） （変更後）
平成26年12月診療分まで 平成27年1月診療分から

合算高額以外 合算高額 合算高額以外 合算高額
上位所得者 給料月額664,000円以上 41,000円 82,000円

給料月額424,000円以上 （特別職 83万円以上） ※２ ※３
（特別職 53万円以上） 給料月額424,000円以上

一般所得者 　　　　　　664,000円未満 41,000円 82,000円
上位所得者及び低所得 （特別職53万円以上83万円未満） ※２ ※３
者以外のもの 給料月額224,000円以上

低所得者 給料月額424,000円未満
住民税非課税者 （特別職28万円以上53万円未満）

給料月額224,000円未満
（特別職28万円未満）

低所得者
住民税非課税者

（最終的な自己負担額） （最終的な自己負担額）所　得　区　分
附加給付等基礎控除額

所　得　区　分
附加給付等基礎控除額

３
　
区
　
分

41,000円 82,000円

５
　
区
　
分

25,000円 50,000円

25,000円 50,000円
25,000円 50,000円

25,000円 50,000円

25,000円 50,000円
 

  ＊ 平成 27年 4月診療分から※２は 50,000円、※３は 100,000円となる。 

参 考 
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３ 施行期日  

 ③ 上位所得者は、給料月額 424,000 円（特別職は 53 万）以上の組合員とされて

いるが、高額療養費の所得区分の見直しにより、上位所得者を規定する地共済法

施行令第 23 条の３の４第１項第２号が同項第２号と同項第３号に分かれること

になったため、引用条文に第３号を追加するもの。 

  （この変更より上位所得者の給料月額（一般職 42,4万円以上、特別職 53万円以

上）に変更は生じない。） 

 

 

 公告の日から施行し、平成 27年１月１日から適用 

 

 

 

 

 




